
2023年 10月 1日 

 

～インボイス制度について～ 

株式会社ビーライン 

 

登録会員に対する報酬 

 

１ 2023 年 10月 1日以降の新規登録会員及び既存登録会員に対する報酬(マージン)は、

次の通りとします。尚、いずれの価格も税込価格とします。 

 

(1) 当該会員が適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であり、かつ、弊社へその

登録番号を通知した場合、概要書面に記載の報酬額を支払います。 

 

(2) (1)以外の場合 

(a)2023年 10月 1日から 2026年 9月 30日までに支払日が到来する報酬 

概要書面に記載の報酬額に 110分の 108を乗じた額を、報酬として支払います。 

 

(b)2026年 10月 1日から 2029年 9月 30日までに支払日が到来する報酬 

概要書面に記載の報酬額に 110分の 105を乗じた額を、報酬として支払います。 

 

(c)2029年 10月 1日以降に支払日が到来する報酬 

概要書面に記載の報酬額に 110分の 100を乗じた額を、報酬として支払います。 

 

２ 前項(2)に該当した会員が、その後、適格請求書発行事業者の登録を受け、かつ弊社に

対しその登録番号を通知したときは、弊社は、その通知を受けた月の翌月から、前項(1)

に定める額を報酬として支払うものとします。 

以上 

 

 

 

 


